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Ⅱ．契約 
１．契約全般 

<事務処理要領> 第１章 基本契約の締結 

１．基本契約の締結（業務方法書第５条、第６条） 

 （１）基本契約の期間は４年間であり、契約期間の開始前に基本契約書を締結する。 

 （２）基本契約期間の途中で加入する場合は、残余の期間について基本契約書を締結するこ

ととする。 

 （３）基本契約の締結期限、及び締結年月日 

各段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。 

     契約当事者     締結期限   締結年月日 
①畜産経営者～単協 
②単協   ～２号会員 
（畜産経営者～２号会員） 
③単協   ～１号会員） 
（畜産経営者～１号会員） 
④２号会員 ～１号会員 
⑤１号会員 ～基金  

    ２月 末日 
    ３月 ５日 
 
    ３月１５日 
 
   ３月 末日 
    ３月 末日 

   ３月１５日 
   ３月１５日 
 
   ３月１５日 
 
   ３月 末日 
   ３月 末日 

２．契約締結上の留意事項 

（１）畜産経営者と単協（あるいは２号会員、１号会員）との間の契約は、畜産経営者毎に

個別に締結しなければならない。 

（２）契約の対象となる畜産経営者は、次の条件を満たしていなければならない。 

ア．配合飼料の価格の変動リスクを負いつつ畜産経営を営んでいる。（家畜の飼養自体は、

委託契約や畜産インテグレーション等により他の者に行わせて経営を行っている者も含

まれるが、単に家畜の飼養管理を行っている者は対象者としない。） 

イ．次のいずれかの家畜を飼養し、その常時飼養頭羽数は下記の基準を満たしている。 

採卵鶏             １００羽以上  

肉用鶏・鴨・キジ・ほろほろ鳥  ５００羽以上 

肥育豚・猪・猪豚          ５頭以上 

種豚・めん羊・山羊          ２頭以上 

乳用牛・肉用牛・馬          １頭以上 

うずら            １，０００羽以上 

    これら以外の家畜の飼養者で基金加入を希望する場合は、契約を行う前に「特畜種

加入申込書」を提出し、基金の承認を得なければならない。 

ウ．１号会員、単協、または２号会員、または指定飼料会社が供給する配合飼料を購入す

る計画がある。（１号会員から直接配合飼料を購入する場合は、１号会員、単協、また

は２号会員の出資合計が51％以上の法人に限る。） 

（３）基本契約期間内の途中加入の場合 

ア．畜産経営者が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに単協

等と基本契約を締結する。 

イ．単協が基本契約期間の途中で加入する場合は、事業年度開始前にあらたに２号会員等

と基本契約を締結する。 

（４）畜産経営者と単協（あるいは２号会員、１号会員）との間で締結した基本契約書は、

単協が責任をもって保管する。 

基本契約書は、当該基本契約期間終了後、１０年間保存すること。 

（５）加入生産者の名義が変わる場合、農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先

の名称が変わる場合、第３章３項および４項の手続きを実施する。 
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<事務処理要領> 第２章 数量契約の締結 
１．数量契約の締結（業務方法書第７条、第８条） 

（１）数量契約は基本契約にもとづき、当該数量契約の対象期間の開始前に締結する。 

（２）個々の加入生産者ごとに、飼養頭羽数に応じて畜種別に記入し全畜種総数量をもって

四半期別に契約する。 

２．数量契約締結の手続 

（１）契約数量 

ア．単協は、加入生産者との契約数量の合計（加入単協が直営農場等により自ら配合飼料

を使用している場合は、その数量を加えた数量）をもって、２号会員等との契約数量と

する。 

イ．２号会員は、単協ならびに、２号会員と直接契約した加入生産者との契約数量の合計

（２号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、その数量を加えた

数量）をもって、１号会員との契約数量とする。 

ウ．１号会員は、２号会員ならびに、１号会員と直接契約した単協および加入生産者との

契約数量の合計（１号会員が直営農場等により自ら配合飼料を使用している場合は、そ

の数量を加えた数量）をもって、基金との契約数量とする。 

（２）段階ごとに行う契約締結期限の目標は下記のとおりとする。 
     契約当事者     締結期限   締結年月日 
①加入生産者～単協 
②単協   ～２号会員 
（加入生産者～２号会員） 
③単協   ～１号会員 
（加入生産者～１号会員） 
④２号会員 ～１号会員 
⑤１号会員 ～基金  

    ２月 末日 
    ３月 ５日 
 
    ３月１５日 
   

３月 末日 
    ３月 末日 

   ３月１５日 
   ３月１５日 
 
   ３月１５日 
  

 ３月 末日 
   ３月 末日 

３．契約締結上の留意事項 

（１）各年度の数量契約の締結に当たっては、加入生産者が自ら畜産経営者であることを証 

するための証拠書類（契約日直近の畜産物の出荷伝票等畜産経営が証明できる資料）を 

提出させるとともに、加入生産者への訪問調査等を行い確認すること。 

（２）数量契約書には、畜種及び家畜飼養頭羽数を必ず記載すること。 

（３）加入生産者と単協等の間で締結した数量契約書は、単協等が責任をもって保管するこ

と。 

（４）基本契約期間内の途中で新たに加入する畜産経営者の契約数量は、継続加入者と区別

して契約すること。 

（５）数量契約書は、各年度終了後、１０年間保存すること。 

 

<事務処理要領>第８章 借入れによる補てん金の返納 

１．＜削除＞ 

２．補てん金の返納 

平成 21 年度から令和元年度までの間に、借入による補てん金の返納を求められた生産者 

は、返納が完了するまでは、次年度以降の基本契約及び数量契約を締結できない。 

（１）未返納者が畜産経営をその親族に譲渡した場合、譲受人が返納を完了する未返納者が 

  法人化により名義変更した場合も同様に締結できない。ただし、未返納者が廃業や倒産 

し、第 3者に事業譲渡した場合は、この限りではない。 

（２）１号会員は、未返納者が畜産経営の親族への譲渡等により名義変更を行った場合及び、 

廃業・倒産した場合は、速やかに基金に通知する。 

（３）基金は、毎年１２月末までに未返納者リストを更新し、１号会員を通じて単協等に通 

  知する。未返納者が（２）による名義変更を行った場合は、リストの名義も更新する。

未返納者が廃業し、事業承継を行っていない場合はリストから削除する。 
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<事務処理要領> 第９章 ＴＭＲ飼料 
１. 価格差補てん事業の対象とするＴＭＲ飼料とは、くみあい配合飼料工場から出荷された時

点で、業務方法書第３条に規定する「穀類の区分に属する原材料に加え、そうこう類、植物

性油かす類及び動物質性飼料の３区分のうちうち少なくとも１区分に属する原材料からなり、

これらの４区分に属する原材料の配合割合の合計が５０％以上の飼料（ただし、これらの４

区分に属する原材料が３種類以下となっている飼料と乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び

濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が５０％以上の飼料を除く）」に該当する飼料とする。 
ただし、製造時に加水されたＴＭＲ飼料の場合、加水部分は対象外とし、２号会員・指定

飼料会社はＴＭＲ飼料における安定基金対象割合を単協に通知する。 
２. くみあい配合飼料工場以外の場所において、くみあい配合飼料工場から出荷された配合飼

料に乾草、ビートパルプ等の原材料を混合して製造されたＴＭＲ飼料については、配合飼料

部分のみを価格差補てん事業の対象とし、単協等は２号会員・指定飼料会社から（２号会員・

指定飼料会社からＴＭＲ飼料の供給を受けていない場合はＴＭＲ製造者から）、ＴＭＲ飼料

における安定基金対象割合を入手する。 
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Ｑ28 基本契約とは何ですか 

 

Ａ： 基本契約とは４年間を単位として積立金を納付すること、ならびに補てん金の交付を受

けることを契約することです。令和３年度は第１５基本契約期間の１年目にあたります。 

 

Ｑ29 数量契約とは何ですか 

 

Ａ： 数量契約とは、基本契約にもとづき、積立や補てんの根拠になる契約数量を四半期別に

結ぶ契約です。基本契約と異なり毎年締結します。  

 

Ｑ30 どの契約書を結べばよいですか 

 

Ａ： 基本契約期間の初年度とそれ以外で結ぶ契約書が異なります。 

  （１）基本契約期間初年度（令和３年度） 

 契約書名 契約締結日 

ＪＡ－生産者 配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書 ３月１５日 

県連－ＪＡ 

（全農－ＪＡ） 

配合飼料価格差補てん基本契約書 

配合飼料価格差補てん数量契約書 
３月１５日 

全農－県連 
配合飼料価格差補てん基本契約書 

配合飼料価格差補てん数量契約書 
３月末日 

  （２）基本契約期間２～４年目（令和４～６年度） 

 契約書名 契約締結日 

ＪＡ－生産者 

（継続契約者） 

配合飼料価格差補てん数量契約書 

（新規契約者） 

配合飼料価格差補てん基本契約書兼数量契約書 

３月１５日 

県連－ＪＡ 

（全農－ＪＡ） 
配合飼料価格差補てん数量契約書 ３月１５日 

全農－県連 配合飼料価格差補てん数量契約書 ３月末日 

 

契約書の様式は、安定基金システムの「帳票出力」メニューから出力してください。県

連（全農）－ＪＡ、全農－県連の契約書の裏面に印刷する契約数量明細表も同メニューか

ら出力できます。 

契約書への記名・捺印は必ず生産者本人からもらってください。また、押印が完了した

契約書は保管場所を明確にし、１０年間保管してください。 
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Ｑ31 契約は何ｋｇ単位から可能ですか 

 

Ａ： 全農基金においては、四半期につき１０ｋｇ単位の契約が可能です（畜産基金も同

様）。商系基金においては、トン単位の契約となっています。 

 

Ｑ32 契約数量の決め方に制限はありますか 

 

Ａ： 制限はありませんが、飼養頭羽数や営農計画に即した数量での契約をお願いします。 

 

 

Ｑ33 契約の際のシステム入力はどのようにすればよいですか 

 

Ａ： 生産者との基金契約と合わせて、各農協でシステム入力を行ってください。入力方法

については、Ｐ７０～の操作マニュアルをご覧ください。 

 

Ｑ34 契約のシステム入力期間はいつですか 

 

Ａ： １１月１日～３月１５日（土日祝日に当たるときは繰り上げ）です。入力期限内であ

れば、一旦登録したものであっても、システム上で修正が可能です。 

 

Ｑ35 システム入力期限（３月１５日）以降に契約数量等の間違いがわかった場合は、どうす

ればよいですか 

 

Ａ： 県連やくみあい飼料を通し、全農本所までご連絡ください。なお、修正ができる期間

は、３月３０日までです。 

 

Ｑ36 基金への加入対象者の要件は何ですか 

 

Ａ： 基金に加入することができる畜産経営者は、次の要件を全て備えている必要があります。 

 

（１）家畜および畜産物の生産を目的とした活動を行うことを業とする個人または法人である

こと。（国または地方公共団体の試験場及び教育機関、その他類似の機関は畜産経営者

の範疇から除かれます。） 
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※契約の対象となる畜産経営者は、配合飼料の価格の変動リスクを負いつつ畜産経営を

営んでいる者とし、家畜の飼養自体は、委託契約や畜産インテグレーション等により

他の者に行わせて経営を行っている者も含まれるが、単に家畜の飼養管理を行ってい

る者は対象者としていません。 

※グループでの契約は認められていません。配合飼料価格の変動リスクを負う経営体ご

との契約が必要です。 

※ＪＡが行う「預託（素牛等の購買代金について、その家畜の販売時まで弁済を留保す

るもの）」において、飼料代金も預託事業の対象とする場合がありますが、損益の帰

属は生産者にあると整理（「新・家畜預託事業の手引き」平成１９年全中）されてお

り、生産者が基金契約の対象となります。 

※加入生産者が自ら畜産経営者であることを証明するための書類（各年度の数量契約締

結日直近の畜産物出荷伝票（写）等）を提出することが必要です。 

（２）次に掲げる家畜の一定数以上の頭羽数を常時飼養していること。 

採卵鶏 100羽以上 肉用鶏 500羽以上 鴨・キジ 500羽以上 

肥育豚 5頭以上 種豚 2頭以上 猪・猪豚 5頭以上 

乳用牛 1頭以上 肉用牛 1頭以上 めん羊・山羊 2頭以上 

うずら 1,000羽以上 馬 1頭以上 ほろほろ鳥 500羽以上 

※数量契約書には、畜種及び家畜飼養頭羽数を必ず記載してください。 

※上記以外の畜種は、基金加入の可否を基金が判断することとなっています。新たに基

金契約を行いたい場合は、Ｐ１２２の「特畜種加入申請書」を提出してください。 

 

（３）全農の直接または間接の会員である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は全農

が指定する配合飼料会社（くみあい飼料）が供給する配合飼料を購入する計画を有し、

基本契約・数量契約を締結すること。 

（４）平成21年度から令和元年度までの間に、借入による補てん金の返納を求められた畜産経

営者は、返納が完了するまでは、次年度以降の基本契約及び数量契約を締結できません。 

    基金は、毎年１２月末までに未返納者リストを更新し、１号会員を通じて単協等に通

知するので、ご確認をお願いします。 

    また、未返納者が畜産経営をその親族に譲渡した場合や未返納者が法人化により名義

変更した場合も同様に締結できません。未返納者が畜産経営の親族への譲渡等により名

義変更を行った場合及び、廃業・倒産した場合は、速やかにご連絡をお願いします。 
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Ｑ37 畜産物の出荷伝票等とは、どのようなものを提出すればよいですか 

 

Ａ： 以下のようなものが考えられます。 

採卵鶏 鶏卵売上げ伝票、庭先販売の売上げ帳簿 

肉用鶏 肉用鶏出荷伝票、売上伝票 

乳用牛 生乳出荷伝票、乳代精算書 

繁殖牛・肉用牛 家畜市場せり伝票（ヌレ仔・仔牛出荷伝票）、肉用牛出荷仕切り

書 

繁殖豚・肥育豚 子豚販売伝票、肉豚出荷仕切り書 

うずら うずら卵出荷伝票 

共通 畜産物安定基金・経営安定基金補てん明細 

上記はあくまで例ですので、実態に合わせてこれらに準じる資料を提出してくださ

い。 

提出にあたって、単価・金額等は塗りつぶしてください。 

 

Ｑ38 畜産物の販売伝票の名義と、基金契約の名義が異なる場合はどうすればよいですか 

 

Ａ： 畜産物の販売伝票の名義は基金契約の名義と同一である必要があります。名義が異な

るのは、個人経営の生産者が法人化した場合に、伝票上の名義の修正が遅れているなど

の理由が考えられます。基金契約の名義と同一の名義のものを提出してください。 

基金契約の名義と同一の名義のものが無い場合は、畜産経営を営んでおらず、安定基

金の加入者として適正でない場合も考えられますので、その契約先の事業内容を確認し

てください。 

 

Ｑ39 新規に畜産経営を始める生産者が基金契約を行う場合、畜産物の出荷伝票がありませ

ん。どうすればよいですか 

 

Ａ： 家畜を導入した際の購入伝票を提出してください。 

 

Ｑ40 畜産物の出荷伝票等は毎年提出しなければなりませんか 

 

Ａ： はい。毎年の基金契約の際に、契約締結日直近の畜産物出荷伝票等の提出が義務付け

られています。 
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Ｑ41 数量契約の数量は畜種別に記載が必要ですか 

 

Ａ： 対象となる配合飼料の年間購入計画数量を算出し、畜種別（育すう・成鶏・ブロイラー・

乳牛・肉牛・豚・うずら・その他特用畜種）に区分し記入します。また、複数畜種たとえ

ば成鶏と肉牛を飼育している場合、成鶏と肉牛のそれぞれを区分して数量を記入します。 

 

Ｑ42 対象となる配合飼料は何を指しますか 

 

Ａ： 穀類に属する原材料を必ず使い、そうこう類、植物性油かす類及び動物質性飼料の３区

分のうち少なくとも１区分に属する原材料を使い、これらの４区分に属する原材料の合計

が５０％以上であることが条件です。 

なお、これらの４区分に属する原材料が３種類以下※の飼料は対象外ですが、この原材

料に各種のビタミン、ミネラル又はアミノ酸等を加えた飼料で、専らその飼料のみで畜産

物を生産できる場合は、対象となる配合飼料とみなすことができます。 

また、乾燥ホエー、全脂粉乳、脱脂粉乳及び濃縮ホエーたん白の配合割合の合計が５０％

以上の飼料は対象外になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穀類を使用 

「そうこう類・植物性油かす類・動物質
性飼料」のうち少なくとも１区分を使用 

「穀類・そうこう類・植物性油かす類・ 
動物質性飼料」の合計が５０％以上 

「穀類・そうこう類・植物性油かす類・ 
動物質性飼料」の原材料が３種類以下※ 

各種のビタミン、ミネラル又はアミノ酸等を加えた 
飼料で、専らその飼料のみで畜産物を生産できる 

「乾燥ホエー・全脂粉乳・脱脂粉乳・ 
濃縮ホエーたん白」の合計が５０％以上 

基 金 対 象 

 

 

 

 

 

基 

 

金 

 

対 

 

象 

 

外 

 
 

 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

※表示票上カッコ書きの原料で、 
 実際に使用していない場合は 
含まない。 
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Ｑ43 対象外の飼料はどのように確認すればよいですか 

 

Ａ： 県連・くみあい飼料から通知される対象外銘柄一覧表により確認してください。 

 

Ｑ44 ＴＭＲ飼料は対象になりますか 

 

Ａ：（１）くみあい配合飼料工場で製造されるＴＭＲ飼料 

基金の対象とするＴＭＲ飼料とは、くみあい配合飼料工場から出荷された時点で、Ｑ

４２記載した配合飼料の条件を満たすことが必要です。なお、製造時に加水されたＴＭ

Ｒ飼料の場合、加水部分は対象外となります。 

（２）くみあい配合飼料工場以外の場所で製造されるＴＭＲ飼料 

くみあい配合飼料工場で製造された配合飼料（基礎配）を使用して製造された場合に、

その配合飼料部分のみが対象となります。 

 

安定基金対象割合は、県連・くみあい飼料等より通知されることとなっています。 

 

Ｑ45 ＴＭＲ飼料を使用している生産者が基金契約を行う場合、契約数量はどのようにすれば

よいですか 

 

Ａ： ＴＭＲ飼料の購入計画数量に安定基金対象割合をかけた数量としてください。 

たとえば、ＴＭＲ飼料を１００トン購入する計画で、その安定基金対象割合が６０％

の場合、１００トン×６０％＝６０トンとなります。 

 

Ｑ46 契約書の飼養規模はどのように記入したらよいですか 

 

Ａ： 飼養規模の考え方は、次のとおりです。 

育すう 年間出荷羽数/回転数 成鶏 成鶏の常時飼養羽数 

ブロイラー 年間出荷羽数/回転数   

豚（肥育専門） 常時飼養頭数 豚（子とり・一貫） 常時母豚数 

乳牛 成牛・育成牛を合わせた 

常時飼養頭数 

肉牛 常時飼養頭数 

（繁殖用牛を含む） 

うずら 成鳥の常時飼養羽数   
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Ｑ47 当初数量契約の時、数量０(ゼロ)の契約は可能ですか 

 

Ａ： 数量０(ゼロ)契約は認められません。前年度加入者で契約数量が０(ゼロ)の時は未加

入の扱いとし基本契約を解約するものとして扱います。ただし、契約数量が０（ゼロ）

となる四半期が存在することは認められています。 

 

Ｑ48 システムで生産者の新規登録を行った後、契約を行わないこととなったため、データを

削除したいのですが、どうしたらよいですか 

 

Ａ： 新規登録されたものはＪＡでは削除できませんので、県連・くみあい飼料を通じて、

全農本所にご連絡ください。全農にてデータの削除を行います。 

 

Ｑ49 全農の県本部が運営する直営農場の契約はどのようにしたらよいですか 

 

Ａ： 各県本部の担当部署は直営農場分の契約数量を、飼料会社を通じて全農本所にご報告く

ださい。その際、畜産物の出荷伝票の写し等、畜産経営を証明する書類もご提出ください。 

全農本所にて、全農－基金間の契約数量に加算して締結します。 

システム入力については、担当の飼料会社にて入力してください。 

 

Ｑ50 契約時に注意すべき点について、どのようにチェックすればよいですか 

 

Ａ： Ｐ１２４～１２５の「配合飼料安定基金契約チェックリスト」をご活用ください。Ｐ１

２４は農協ごとや支所ごとに一括してチェックする様式（一括チェック用）となっており、

こちらの使用を基本としますが、Ｐ１２５は生産者１名に対して１枚ずつ作成する様式（個

別チェック用）も使用可能です。作成したものは契約書と一緒に保管してください。 

また、過去に行われた、不適切な契約事例には以下のようなものがありますので、特に

注意してください。 
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【不適切な契約事例】 

 

（飼料販売店との契約） 

１．農協Ａが飼料販売店Ｂを介して生産者Ｃに配合飼料を供給開始する際、飼料販売店

Ｂと基金契約を行った。 

この契約に基づき、４～６月期の補てん金が支出されたが、農協Ａ内部の調査によ

り、飼料販売店Ｂは飼料を売買するのみで、自身では畜産経営を行っていない点で

契約相手先として不適切であることが判明し、Ｂは補てん金の全額を自主返納した。 

飼料販売店を介して配合飼料を販売する場合も、最終需要者（畜産経営者）である

生産者と契約を結ぶ必要がある。 

 

 

 

 

 

 

※飼料を販売する会社であっても、自ら畜産経営を行い、そのために購入する配

合飼料について基金契約を行うことはできる。 

【参照】Ｐ１２４～１２５「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の１番、２番 

 

（生産者グループでの契約） 

２．農協Ａは生産者Ｂ～Ｆ５名に配合飼料を供給するにあたり、Ｂ～Ｆを構成員とする

生産者グループＧとの間で基金契約を行った。出荷実績報告は、５名の合計数量を

報告しており、その数量と契約数量の少ない方を補てん対象数量としていた。 

このようにして、３四半期にわたり補てん金が支出されたが、会計検査により、畜

産経営は各生産者Ｂ～Ｆが独立して行っており、生産者グループＧとして共同経営

を行っているわけではないことから、Ｇを契約相手先とする基金契約は不適切であ

ることが判明し、Ｇは補てん金の全額を返還した。 

グループ契約は認められておらず、畜産経営を行う生産者と個別に契約を結ぶ必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

【参照】Ｐ１２４～１２５「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の１番、２番 

農協 

Ａ 

生産者グループ 

Ｇ 

生産者 

Ｂ～Ｆ 

配合飼料 

基金契約 

基金契約 

農協 

Ａ 

飼料販売店 

Ｂ 

生産者 

Ｃ 

配合飼料 配合飼料 

基金契約 

基金契約 



- 24 - 
 

（ＴＭＲ製造会社との契約） 

３．５名の生産者Ａ～Ｅが共同出資によりＴＭＲ製造会社Ｆを設立し、その原料

（基礎配合飼料）を農協Ｇから購入することとなったことから、農協ＧはＴＭ

Ｒ製造会社Ｆとの間で基金契約を行った。 

この契約にもとづき４年間にわたって補てん金が支出されたが、数量契約の締

結に際して、農協の担当者が、畜産物販売伝票の名義が会社社長の個人名とな

っていることに気づき、ＴＭＲ製造会社Ｆは飼料製造を行うのみで、会社とし

ては畜産経営を行っていない点で不適切な契約相手先であることが判明し、Ｆ

は補てん金の全額を自主返納した。 

畜産経営を行っていないＴＭＲ製造会社等との基金契約を行ってはならず、こ

のようなケースでは、個々の生産者（畜産経営者）と契約を結ぶ必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｆ株式会社の畜産物販売伝票を確認すべきところ、社長の□山△男（個人）の

畜産物販売伝票しか得られなかった。 

※ＴＭＲを製造する会社であっても、自ら畜産経営を行い、そのために購入する

配合飼料について基金契約を行うことはできる。 

【参照】Ｐ１２４～１２５「配合飼料安定基金契約チェックリスト」の１番、２番 

 

基金契約書 

 

 

 

甲 Ｇ農業協同組合 

 

乙 Ｆ株式会社 

   代表取締役社長 □山 △男 

畜産物販売伝票 

 

 生産者名： □山 △男 

農協 

Ｇ 

ＴＭＲ製造会社 

Ｆ 

生産者 

Ａ～Ｅ 

ＴＭＲ 配合飼料 

基金契約 

基金契約 
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Ｑ51 安定基金の契約書に印紙は必要ですか 

 

Ａ： 安定基金契約は印紙税法の定める課税文書にあたらない為、印紙は不要です。 

 

Ｑ52 なぜ翌年の基金契約を前年の１１月や１２月頃からおこなわねばならないのですか 

 

Ａ： 配合飼料の原料は、その大半を外国からの輸入に依存しているため、製造の数ケ月前に

は原料の購買を始めなければなりません。そこで長期にわたる需要動向を的確に把握し、

計画的原料購買をすすめる必要があります。この計画的原料購買の基礎となっているのが、

安定基金の契約数量です。そして、早期の契約推進によって、系統の統制率を高め、国の

農業政策に対する政策要求についての発言力を強めることも重要です。またこうしたみな

さんの推進努力による取扱量の拡大は、原料購買から輸送、製造に至る全てのコストを低

減させ、配合飼料価格の競争力が強化されるのです。 

 

過去における基金の多額の借り入れについて 

 

米国産とうもろこしに対するエタノール需要の急増を主要因とし、穀物市場に投機資金が

流入し、昭和４０年代以降ほぼ２ドル/ﾌﾞｯｼｪﾙ台（シカゴ定期相場）を推移してきたとうもろ

こし価格が、平成１８年から２０年にかけて７ドル/ﾌﾞｯｼｪﾙ台まで上昇しました。このため、

日本の配合飼料価格も上昇を継続し、基金財源は平成１９年度第３四半期には払底しました

が、畜産経営の安定に寄与するという使命を果たすため、飼料機構から 349 億円（３基金合

計 1,273 億円）の借入金により補てんを継続しました。 

その後リーマンショックにともない穀物相場は一旦下落しましたが、借入金の返済が終わ

らないうちに平成２４年から２５年にかけて、米国産とうもろこしの大干ばつと円安により

配合飼料価格が再び上昇したため、さらに飼料機構から 123 億円（３基金合計 468 億円）を

借り入れました。ただし、この借入については、令和元年度に完済しております。 

また、農林水産省生産局畜産部所轄の事業に参加する場合、基金制度の安定運営と借入金

の返済を確実に履行する為、基金制度への継続加入が条件になっていました。しかし、現在

は借入金を完済しているため、基金加入がなくとも補助事業に参加することが可能になりま

した。参加の詳細については、実施主体にご確認ください。 
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２．別途納付金 

 

<事務処理要領> 第５章 補てん積立金 
２．別途納付金（業務方法書第６条の２、価格差補てん契約実施基準４(3)） 

（１）基本契約期間の途中で加入する畜産経営者は、既加入生産者が納入する積立金以外

に、業務方法書に定められた算式により算出される額を基準として、理事長が定めた

別途納付金を納入する。 

（２）別途納付金とは、あらたに加入する畜産経営者が、あらたに加入する事業年度開始時

において既加入生産者の持分財産たる通常補てん準備財産に繰越額がある場合、その

繰越額に応じて別途に納付する積立金である。 

（３）畜産経営者が名義変更や経営の全てまたは一部を既加入生産者から譲渡を受けた場合

は第３章３項の手続きにより、また農協合併や商流の変更により加入生産者の契約先

が変わる場合は、第３章４項の手続きにより、既加入者として扱い、別途納付金の対

象としない。 
（４）既加入者が、災害の発生その他特別な事由により休業したものの、基本契約期間内に

経営を再開し、数量契約を締結する場合は、既加入者として扱い、別途納付金を徴収

しない。 

 

Ｑ53 新規加入者から徴収する「別途納付金」とは何ですか 
 

Ａ： 別途納付金とは、基本契約期間の最初からの加入者と途中からの加入者の公平性をはか

るためのものです。すなわち、前年度からの繰越額が発生する場合、新規加入生産者はそ

の繰越額（継続して加入している生産者の持ち分額）と同等の負担をしてもらうことで、

生産者の負担の公平を保ち、同時に基金の機能を平等に受けられるようにするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ54 どのような場合に別途納付金がかかるのですか 

 

Ａ： 前年度に全農基金との契約がなく、新規に全農基金と契約する場合に、その契約数量に

対して別途納付金がかかります（基本契約期間の初年度を除く）。 

ただし、基金間移動により他基金から全農基金に転入する場合には別途納付金がかかり

ません。平成３０年度までは、基金間移動の場合でも移動前と比べて契約数量が増える場

合にはその増加分に対して別途納付金がかかっておりましたが、令和元年度から増加分に

新規契約者 

別途納付金 
全農基金 

継続契約者 
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対しての別途納付金徴収はなくなりました。 

 

 

 

 

 

 

なお、商系基金は、基本契約期間の初年度であっても別途納付金を徴収しています。畜

産基金は、全農基金と同様、基本契約期間の初年度は徴収していません。３基金での別途

納付金の取り扱いについてまとめると以下のようになります。 

令和３年度は基本契約期間の初年度となるため、別途納付金は徴収しません。 

 全農基金 畜産基金 商系基金 

新規契約 徴収する 徴収する 徴収する 

継続生産者の数量増 徴収しない 徴収しない 徴収しない 

基金間移動時の数量増 徴収しない 徴収しない 徴収しない 

基本契約期間初年度の別途納付金 徴収しない 徴収しない 徴収する 

正味財産がマイナス時の 

別途納付金の扱い 
徴収しない 徴収しない 徴収する 

 

Ｑ55 別途納付金の単価はどのように算出されるのですか 

 

Ａ： 別途納付金のトン当たりの単価の計算方法は、以下のとおりです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

前年度からの繰越財源は、借入金残高を加味した正味財産で計算します。 

別途納付金が発生する場合は、１月の基金理事会で予告額が報告され、５月に基金の理

事長が決定した額を会員に通知します。 

算 式 
当該基本契約期間中あらたに加入することと

なる年度の前年度までに加入生産者が負担す

ることとされた通常補てん積立金の総額 

当該基本契約期間中あらたに加入すること

となる年度の前年度までに納付されること

とされた通常補てん積立金の総額 

× 
あらたに加入することとなる年度にその前

年度から繰り越されることとなる通常補て

ん準備財産の総額 

あらたに加入することとなる年度の前年度の最終確定数量 

商系基金 全農基金 

基金間移動 

別途納付金徴収なし 
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Ｑ56 別途納付金の単価が決定するのは、契約期間が終わった後となりますが、生産者にはどの

ように説明したらよいですか 

 

Ａ： ４月に通知される決定額は、１月に通知される予告額から、第４四半期の補てん金支出

により財源が減少する分を反映したものですので、決定額が予告額を上回ることはありま

せん。生産者には予告額を伝え、それが最大であり、それから減少する可能性もあること

を説明してください。 

 

Ｑ57 別途納付金はいつ徴収されますか 

 

Ａ： 第２四半期（７～９月期）の積立金納入時に徴収します。なお、別途納付金は加入する

こととなる年度の通常積立金とみなされます。 

 

Ｑ58 新規契約者が廃業等により、数量変更手続きを行い、第２四半期（７～９月期）以降の積

立金が免除された場合、別途納付金も免除されるのですか 

 

Ａ： そのような場合も、別途納付金は徴収します。 

また、第３四半期以降に数量変更手続きを行った場合も、別途納付金の払戻しはありま

せん。 

なお、この対応は他基金（商系基金・畜産基金）も同様です。 

 

Ｑ59 別途納付金は生産者のみにかかり、県連・指定飼料会社や全農にはかからないのですか 

 

Ａ： 別途納付金は、県連や全農にはかかりません。 

別途納付金は、新規契約者と継続契約者の公平を保つために徴収するものだからです。 

 

Ｑ60 下期基金間移動で転入してきた生産者が、次年度の基金契約を行う場合、別途納付金はか

かるのですか 

 

Ａ： 下期基金間移動で転入してきた生産者も、次年度の基金契約では継続契約者として扱わ

れるため、別途納付金はかかりません。 
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Ｑ61 商流（取引農協）を変更して契約した場合、システム上は「新規契約」での登録となりま

すが、別途納付金がかかるのですか 

 

Ａ： そのような場合は「継続契約」に修正を行い、別途納付金はかかりません。「新規契約」

を「継続契約」に修正するケースは、これらの他にも認められており、以下のとおりとな

っています。 

 

  例 手続き 契約書の様式 

商流変更 
A 農協で契約削除、 

B 農協で新規契約 

農協は「商流変更申請書」を提出。 

→全農はシステムで「継続契約」に 

修正する。 

基本契約書兼数量契約書 

商流追加 
A 農協で継続契約、 

B 農協で新規契約 

農協は「各種変更届」を提出。 

→全農はシステムで「継続契約」に 

修正する。 

Ａ農協：数量契約書 

Ｂ農協：基本契約書兼数量契約書 

        

経営の一部譲渡 

（親から子など） 

譲渡元が継続契約、 

譲渡先が新規契約 

農協は「各種変更届」を提出。 

→全農はシステムで「継続契約」に 

修正する。 

譲渡元：数量契約書 

譲渡先：基本契約書兼数量契約書 

親が継続契約、 

子が設立した法人が 

新規契約 

農協は「各種変更届」を提出。 

登記簿謄本（登記事項証明書）等を

添付。 

→全農はシステムで「継続契約」に 

修正する。 

親：数量契約書 

子が設立した法人： 

基本契約書兼数量契約書 

        

休業（廃業）から

の再開（基本契

約期間内） 

基本契約期間に生産

者が休業（廃業）から

再開し、新規契約 

農協は「各種変更届」を提出。 

→全農はシステムで「継続契約」に 

修正する。 

 

※前年度途中の休業により数量変

更手続き（理由：その他）を行った生

産者は「継続契約」での入力となる

ため、「各種変更届」の提出は不要 

数量契約書 

（基本契約書兼数量契約書でも 

問題ない。） 

   ※畜種変更・畜種追加については、既加入生産者であれば当初契約入力時に新たな畜種を

「継続契約」として登録できます。 

 

 

 

 



- 30 - 
 

３．基金間移動 
 

<事務処理要領> 第７章 基金間移動 
 

１．移動の申請（業務方法書第９条の２） 
契約移動を申請する加入生産者は、別紙様式１の基金間移動申請書を、次の期限までに

必着するよう提出する。 

  移 動 時 期     提出期限（１号会員～基金） 

  第１四半期       3 月 15 日 

  第３四半期            8 月 15 日 
ア．期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、金曜日あるいは前日に繰り上げる。 
イ．添付書類： 
（ア）前年度（第３四半期からの移動の場合は当年度）の数量契約書の写し 
（イ）第１四半期からの転入の場合は、当年度の基本契約書兼数量契約書の写し 

（１）申請における注意点 
ア．加入生産者の基金間移動は、業務方法書第５条第２項による基本契約期間（４年間）
中４回を限度とする。 

イ．加入生産者は、基金間移動にあたって、単協、会員又は荷受組合に委任した契約を
一つの契約移動単位とし、この数量契約を複数の契約に分割することは出来ない。 

ウ．当基金と契約を更新せず、他基金と契約する場合において、他基金との契約が前年
度より増加しない場合は、基金間移動とはならない。 

エ．他基金と契約を更新せず、当基金と契約する場合において、当基金との契約が前年
度より増加しない場合も、基金間移動とはならない。 

オ．基金間移動前と基金間移動後で、契約者名義が変わる場合、基金間移動申請書は、
移動前の名義での申請を基本とする。変更後の名義で移動申請する場合は、第３章３
項に定めた必要書類を転入先と転出元の両方に提出する。 

（２）申請書の注意点 
ア．加入生産者は申請書を２通作成し、関係する都道府県基金協会及び農協に提出する。 
イ．原本は各提出先にて保管する。 
ウ．都道府県基金協会及び農協は、申請書の写しを転入先及び転出元の双方の基金あてに
提出する。 

（３）基金間移動の可否 
ア．基金は、移動申請書の内容について、他基金及び公益社団法人配合飼料供給安定機構
に照会のうえ、移動申請書ごとの基金間移動の可否を判断し、その結果を１号会員に通
知する。 

イ．基金は、基本契約期間中移動が４回目となった生産者の氏名を、１号会員を通じて単
協等に通知する。 

２．契約の締結 
（１）第１四半期（年度当初からの転入）の場合 
ア．基本契約書兼数量契約書を締結する。（様式別紙） 
イ．契約締結年月日は、加入生産者⇔農協⇔県連（全農）間の基金契約締結年月日を３月
１５日付け、県連⇔全農⇔基金間の締結年月日は３月３１日付けとする。 

（２）第３四半期（下期からの転入）の場合 
ア．加入生産者と単協等は、８月１５日付けで基本契約書兼数量契約書を締結する。（上
期に当基金と数量契約を締結している場合は、転入数量分の数量契約書を追加で締結す
る。） 

イ．単協～基金の間の契約は、基金から１号会員に対する移動承認通知をもって代替す
る。  

３．別途納付金について 
基金間移動により新規に当基金に加入する転入者は、別途納付金の対象としない。 
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Ｑ62 基金間移動とは何ですか 

 

Ａ： 基金間移動とは、①年度当初のみならず、年２回（当初および下期）の他基金への移動

を可能にし、また②基金間の財源移動をおこなうことによって、前年度までの他基金加入

者には別途納付金がかからないようにしたものです。 

 

Ｑ63 基金間移動はどのような経緯で認められたのですか 

 

Ａ： 平成１６年に農水省の「養鶏問題懇談会」において、生産者が配合飼料を自由に選択す

るには、３基金を一本化することが望ましいのではないかとの意見が出され、飼料機構と

３基金およびその親団体で検討を行いました。その結果、３基金の設立経緯や運営方法等

が異なることから一本化することは難しいですが、次善の策として平成１９年度より基金

間移動ができるようになりました。 

 

Ｑ64 基金間移動はいつおこなえますか 

 

Ａ： 移動可能時期は、年２回です。 

 移動可能時期 基金への提出期限 

年度当初 第１四半期（４月～） ３月１５日 

下期 第３四半期（10月～） ８月１５日 

 

Ｑ65 基金間移動の手続きはどのようにすればよいですか 

 

Ａ： Ｐ１２６の配合飼料安定基金契約移動申請書およびその他必要書類を、転入先と転出元

の両方に提出してください（片方だけに提出された場合は、基金間移動として認められま

せん）。提出書類は以下の通りです。 

（１）転入（他基金から全農基金へ移動） 

ア．配合飼料安定基金契約移動申請書 

イ．他基金で契約していた前年度（下期移動の場合は当年度）の数量契約書の写し 

ウ．全農基金と他基金と両方の基金に加入していた生産者（併用加入生産者）の場合は、

前年度（下期移動の場合は当年度）の全農基金との数量契約書の写し 

エ．年度当初移動の場合は、当年度の基本契約書兼数量契約書 

     オ．下期移動の場合は、下期用の基本契約書兼数量契約書 
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        カ．飼料会社直対生産者の場合は、Ｐ１２３の銀行口座振込依頼書 

（２）転出（全農基金から他基金へ移動） 

ア．配合飼料安定基金契約移動申請書 

イ．全農基金で契約していた前年度（下期移動の場合は当年度）の数量契約書の写し 

 

Ｑ66 基金間移動の際のシステム入力はどのようにすればよいですか 

 

Ａ：（１）年度当初移動 

申請書の内容をもとに、各ＪＡにおいてシステム入力を行ってください。 

ア．転入 

     【新規転入：前年度に全農基金との契約がない場合】 

基金システムの「契約管理」メニューより「生産者別契約情報入力画面」を選択

し、「生産者新規登録」ボタンより生産者情報の登録後、契約内容を入力してくだ

さい。処理項目は「当初転入」を選択してください。生産者情報登録後に生産者コ

ードが付番されます。 

【併用生産者：前年度に全農基金との契約がある場合】 

基金システムの「契約管理」メニューより「生産者別契約情報入力画面」を選択

し、生産者の検索後、新たな契約を追加入力します。処理項目の「当初転入」を選

択してください。生産者コードは既存の生産者コードと同じになります。  

イ．転出 

基金システムの「契約管理」メニューにて「基金間移動（当初転出）」処理の入力を

してください。 

画面入力の完了後、配合飼料安定基金契約移動申請書の「全農基金事務処理コード」

欄にコードをご記入いただき、必要書類とともに提出してください。基金事務局にて承

認作業をおこないます。※基金事務局での承認作業は３月１５日以降なので､３月１５

日時点では、基金契約は確定しません。 

（２）下期移動 

下期の基金間移動については、全農のみでのシステム入力となります。各ＪＡにおい

ては「配合飼料安定基金数量契約移動申請書」および必要書類の提出をお願いします。

その際、「全農基金事務処理コード」欄にコードをご記入ください（ただし、全農基金

との契約がない生産者が転入する場合の生産者コードのみ、基金システム登録後、全農

で記入します）。申請書類が到着次第、全農本所においてシステム入力作業、基金事務

局にて承認作業を行います。 
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Ｑ67 基金間移動の場合の別途納付金はどのようになりますか 

 

Ａ： 基金間移動が導入される以前は、契約先基金を変更した場合、契約数量全体に別途納付

金がかかりましたが、基金間移動を用いれば別途納付金はかかりません。 

 

Ｑ68 基金間移動に回数制限はありますか 

 

Ａ： 基金間移動ができるのは、基本契約期間（４年間）中４回までとなっています。これは

事務負担の抑制を図ることに加え、基金間移動が導入される以前も、基本契約期間（４年

間）中、（別途納付金はかかるものの、）年度ごとに（＝４回）契約先基金の変更が可能だ

ったことを踏まえたものです。 
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Ｑ69 契約数量の一部だけを移動し、転出元との契約を一部残すことはできますか 

 

Ａ： できません。基金間移動は契約単位で実施することとなっており、契約数量の全量を移

動する必要があるため、移動後も転出元との契約を継続する場合は基金間移動として認め

られません。 

※同一基金の中で複数の契約先（全農基金の場合は複数の農協、商系基金の場合は複数の

メーカー）との契約を持つ場合は、その契約単位で移動することができます。例えば、

商系基金のＡメーカーとＢメーカーのそれぞれに契約がある場合、Ａメーカーの契約を

全農基金に移動させ、Ｂメーカーとの契約を継続することが可能です。 

 なお、商系基金のＡメーカーとしか契約がない状況から、全農基金および商系基金のＢ

メーカーと契約することは契約の分割にあたるため全農基金への基金間移動は認められ

ません。 

 前年度 新年度   

商系基金     

 Ａメーカー 80 0   

 Ｂメーカー 20 20 ⇒ 継続契約 

全農基金 0 80 ⇒ Ａメーカーからの基金間移動が可能 

     

 前年度 新年度   

商系基金     

 Ａメーカー 100 0   

 Ｂメーカー 0 20 
⇒ 

契約の分割となるため、基金間移動は不

可。全農基金分は新規契約となる。 全農基金 0 80 

 

※複数畜種の契約がある場合、全ての畜種を移動させる必要があり、一部の畜種のみ移動

させることはできません。 

※年度当初移動時のみ、契約数量全量を他の２基金へ分けて契約することは可能ですが、

この場合はどちらかを基金間移動扱いとし、残りは他基金への新規加入扱いとなり別途

納付金がかかります。 
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Ｑ70 転入先基金との契約数量を増減させることはできますか 

 

Ａ： 年度当初移動の場合は、移動前の数量から増減させることができますが、併用生産者の

場合は転入先基金の契約数量が増加している必要があります（Ｑ71～75を参照）。 

下期移動の場合は、もともと転出元と契約していた数量が対象となり、数量の増減はで

きません。 

 

Ｑ71 年度当初に併用生産者が行う基金間移動において、転入先基金の契約数量が増えない場

合、基金間移動はできないのですか 

 

Ａ： できません。そのような基金間移動申請書が提出された場合は、取り下げとなります。 

 

Ｑ72 どのような場合に取り下げとなるのですか 

 

Ａ： 複数の基金との基金契約がある生産者（併用生産者）が年度当初に基金間移動を行う

際に、転入先の基金の契約数量が移動前後で増えない（同量あるいは減少する）場合に

取り下げとなります。（下期基金間移動ではそもそも契約数量の増減が認められていない

ため、このような問題は生じません。） 

 

【取り下げとなる基金間移動申請の例】 

 

前年度 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 合計 

全農基金 400 300 500 400 1,600 

商系基金 200 200 200 200 800 

合計 600 500 700 600 2,400 

                                   

 

新年度 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 合計 

全農基金 400 300 500 400 1,600 

商系基金 0 0 0 0 0 

合計 400 300 500 400 1,600 

 

転入先基金（この例では全農基金）の契約数量が増えない 



- 36 - 
 

Ｑ73 なぜこのような場合に基金間移動として認められないのですか 

 

Ａ： 基金間移動は、①年度当初のみならず、年２回（当初および下期）の移動を可能にする、

ならびに②他基金から移動した数量に対して別途納付金がかからないようにすることによ

って、生産者の選択の自由度を増すために設けられた仕組みであり、このようなケースは

当該趣旨にそぐわず、基金間移動に該当しません。 

また、このようなケースで基金間移動を認めた場合、実質的な移動がないにもかかわら

ず、基金間で財源の移管が行われることになってしまいます。 

さらに、例年、基金間移動申請書を３基金で照合する際に、不突き合いが多く発生し、

新年度の事務スケジュールが遅れる原因になっていることから、このようなケースの申請

については安定基金として承認を行わず、取り下げてもらうこととしました。 

 

Ｑ74 このように取り下げを行うのは３基金共通のルールですか 

 

Ａ： はい。３基金で協議のうえ、同じルールを適用しています。 

 

Ｑ75 取り下げとなった場合、どうすればよいですか 

 

Ａ： 転入としていた基金（Ｑ７４の例では全農基金）は継続契約を行い、転出としていた

基金（Ｑ72の例では商系基金）は契約非継続（システム上は契約削除）となります。 

 

Ｑ76 取り下げとなっても、生産者に不利益はありませんか 

 

Ａ： ありません。転出先の契約数量が増えないことから、基金間移動の形を取らなくと

も、別途納付金は発生しません。また、基金間移動には回数制限があるため、基金間移

動の形を取らないことにより、生産者の自由度は増すことになります。 

 

Ｑ77 どのような場合に基金間移動が可能か教えてください 

 

Ａ： 基金加入状況や移動後の契約数量などによって、基金間移動できるかどうか異なります。

Ｐ３８のフローチャートをご活用ください。 

なお、Ｑ71～76で解説した「取り下げ」はケース８、ケース９、ケース２０、ケース２

１にあたります。 
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Ｑ78 全農基金と１トン未満の端数を含む契約を結んでいる生産者が下期基金間移動で、商系基

金に転出する場合、契約数量はどうなりますか 

 

Ａ： 全農基金は１０ｋｇ単位での契約が可能ですが、商系基金はトン単位なので、 

①１０～１２月期のトン未満の数量と１～３月期のトン未満の数量の合計が１トン未満

の場合は、両方とも切り捨てる。 

②上記の合計が１トン以上の場合、１トンを１０～１２月期または１～３月期の契約数

量（トン未満の数量に差がある場合は多い方）に加算し、トン未満は切り捨てる。 

となります。 

たとえば、以下のようになります。 

 ４～６月期 ７～９月期 10～12月期 １～３月期 

全農基金 10.8 10.8 10.8 10.8 

     

  商系基金 11 10 

  または   

  商系基金 10 11 

 

Ｑ79 下期基金間移動によって、農協⇔県連、県連⇔全農の契約数量が変動した場合、「追加覚

書」や「減量通知書」の作成が必要ですか 

 

Ａ： 不要です。 

以前は「追加覚書」や「減量通知書」を作成していましたが、事務処理要領の改正にと

もない平成２８年度より不要となりました。 

 

Ｑ80 生産者が基金間移動した場合、補てん財源はどのように移動するのですか 

 

Ａ： 下記の金額を基金同士で精算します。 

（１）年度当初移動の場合：  

移動者の前年度下期契約数量合計 × 
前年度末生産者持分額の３基金合計 

前年度下期契約数量の３基金合計 

（２）下期移動の場合： 

移動者の上期契約数量合計 × 
上期末生産者持分額の３基金合計 

上期契約数量の３基金合計 

（３）単価は１０円単位とし１０円未満は切り捨てます。 
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基金間移動の際のケース別解説フローチャート 

 

 

  ケース４   増える ケース１ 

             NO     

  移動数量は 

全量である 

YES 
契約数量は 

同じ ケース２ 

     

             NO   減る ケース３ 

       

移動の時期は 
当初（４月） 全農基金にも 

加入している 

  増える ケース５ 

  
全体の契約数量は 

  

    同じ ケース６ 

              YES     

下期  

（10月） 

   増える   減る ケース７ 

      

  移動数量は 

全量である           

YES 全農基金の 

契約数量は 

同じ ケース８ 

     

     NO  減る ケース９ 

    ケース１０   

移動数量は 

全量である 

YES 全農基金にも 

加入している 

    

 YES ケース１２   

        NO             NO     

不可  ケース１１     

       

       

       

       

  ケース１６   増える ケース１３ 

             NO     

  移動数量は 

全量である 

YES 
契約数量は 

同じ ケース１４ 

     

             NO   減る ケース１５ 

       

移動の時期は 
当初（４月） 他基金にも 

加入している 

  増える ケース１７ 

  
全体の契約数量は 

  

    同じ ケース１８ 

              YES     

下期  

 （10月） 

   増える 減る ケース１９ 

      

  移動数量は 

全量である           

YES 他基金の 

契約数量は 

同じ ケース２０ 

     

   NO  減る ケース２１ 

    ケース２２   

移動数量は 

全量である 

YES 他基金にも 

加入している 

    

 YES ケース２４   

         NO             NO     

不可  ケース２３     

 

  ※   は基金間移動ができないことを示す。 

※「移動数量は全量である」とは、転出元との契約を継続しない（契約数量を残さない）ことを指す。 

 
転入のケース 

転出のケース 
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 転入のケース  

 

ケース１ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 0 0 0 0 0 400 400 400 400 1,600 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 300 300 300 300 1,200 400 400 400 400 1,600 
          

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 

           

ケース２ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 0 0 0 0 0 300 300 300 300 1,200 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動すれば、別途納付金はかからない。 

           

ケース３ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 300 300 300 300 1,200 200 200 200 200 800 
           

基金間移動

の可否 ○ 

基金間移動すれば、別途納付金はかからない。合計の契約数量は1,200トンから800トン

へ減っているが、全農基金としては0トンから800トンへ増加しているため基金間移動は可

能。 

           

ケース４ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800 

他基金 300 300 300 300 1,200 100 100 100 100 400 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 × 
契約数量の一部の移動のため、基金間移動はできない。全農基金とは通常の新規契約

となり、その契約数量800トンに対して別途納付金がかかる。 

           

ケース５ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 600 600 600 600 2,400 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 500 500 500 500 2,000 600 600 600 600 2,400 
           

基金間移動

の可否 ○ 
基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても

別途納付金はかからない。 

           

ケース６ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 500 500 500 500 2,000 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 ○ 
基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても

別途納付金はかからない。 
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ケース７ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 400 400 400 400 1,600 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 500 500 500 500 2,000 400 400 400 400 1,600 
          

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動は可能だが、全農基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくても

別途納付金はかからない。 

           

ケース８ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 200 200 200 200 800 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 500 500 500 500 2,000 200 200 200 200 800 
           

基金間移動

の可否 × 移動先の全農基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、全農基金の既

加入者のため、別途納付金はかからない。 

           

ケース９ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 100 100 100 100 400 

他基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

合 計 500 500 500 500 2,000 100 100 100 100 400 
           

基金間移動

の可否 × 
移動先の全農基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、全農基金の既

加入者のため、別途納付金はかからない。 

           

ケース１０ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 400 400 400 400 1,600 

他基金 300 300 300 300 1,200 100 100 100 100 400 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 × 
契約数量の一部移動のため基金間移動はできないが、全農基金の既加入者のため、別

途納付金はかからない。 

           

ケース１１ 
当初契約 移動後 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 

他基金 300 300 300 300 1,200 300 300 0 0 600 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 ○ 全量移動であれば下期基金間移動が可能。（契約数量の増減はできない） 

           

ケース１２ 
当初契約 移動後 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 200 200 200 200 800 200 200 500 500 1,400 

他基金 300 300 300 300 1,200 300 300 0 0 600 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 ○ 全量移動であれば下期基金間移動が可能。（契約数量の増減はできない） 
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 転出のケース  

 

ケース１３ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 0 0 0 0 0 400 400 400 400 1,600 

合 計 300 300 300 300 1,200 400 400 400 400 1,600 
          

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 

           

ケース１４ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 0 0 0 0 0 300 300 300 300 1,200 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 

           

ケース１５ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800 

合 計 300 300 300 300 1,200 200 200 200 200 800 
           

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動すれば、別途納付金がかからない。 

           

ケース１６ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 100 100 100 100 400 

他基金 0 0 0 0 0 200 200 200 200 800 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 × 
契約数量の一部の移動のため、基金間移動はできない。他基金とは通常の新規契約とな

り、その契約数量800トンに対して別途納付金がかかる。 

           

ケース１７ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 200 200 200 200 800 600 600 600 600 2,400 

合 計 500 500 500 500 2,000 600 600 600 600 2,400 
           

基金間移動

の可否 ○ 
基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくて

も別途納付金はかからない。 

           

ケース１８ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 200 200 200 200 800 500 500 500 500 2,000 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 ○ 
基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくて

も別途納付金はかからない。 
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ケース１９ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 200 200 200 200 800 400 400 400 400 1,600 

合 計 500 500 500 500 2,000 400 400 400 400 1,600 
          

基金間移動

の可否 ○ 基金間移動は可能だが、移動先基金の既加入者のため、基金間移動手続きを取らなくて

も別途納付金はかからない。 

           

ケース２０ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 200 200 200 200 800 200 200 200 200 800 

合 計 500 500 500 500 2,000 200 200 200 200 800 
           

基金間移動

の可否 × 移動先の他基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、移動先基金の既

加入者のため、別途納付金はかからない。 

           

ケース２１ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 0 0 0 0 0 

他基金 200 200 200 200 800 100 100 100 100 400 

合 計 500 500 500 500 2,000 100 100 100 100 400 
           

基金間移動

の可否 × 
移動先の他基金の契約数量が増えないため基金間移動はできないが、移動先基金の既

加入者のため、別途納付金はかからない。 

           

ケース２２ 
前年度 新年度 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 100 100 100 100 400 

他基金 200 200 200 200 800 400 400 400 400 1,600 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 × 
契約数量の一部移動のため基金間移動はできないが、移動先基金の既加入者のため、

別途納付金はかからない。 

           

ケース２３ 
当初契約 移動後 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 300 300 0 0 600 

他基金 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600 

合 計 300 300 300 300 1,200 300 300 300 300 1,200 
           

基金間移動

の可否 ○ 全量移動であれば下期基金間移動が可能。（契約数量の増減はできない） 

           

ケース２４ 
当初契約 移動後 

4-6 7-9 10-12 1-3 小計 4-6 7-9 10-12 1-3 小計 

全農基金 300 300 300 300 1,200 300 300 0 0 600 

他基金 200 200 200 200 800 200 200 500 500 1,400 

合 計 500 500 500 500 2,000 500 500 500 500 2,000 
           

基金間移動

の可否 ○ 全量移動であれば下期基金間移動が可能。（契約数量の増減はできない） 
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４．各種変更 

<事務処理要領> 第３章 数量契約の変更または解約 
３．加入生産者の名義変更・事業譲渡 

（１）加入生産者が畜産経営の全てをその家族に譲渡する場合、単協等は２号会員等を通じて

基金に各種変更届を提出する。加入生産者が法人化により名義を変える場合は、各種変更

届に登記簿謄本を添付する。 

（２）加入生産者が畜産経営の全てを家族以外の者に譲渡する場合、単協等は２号会員等を通

じて基金に、経営移譲にともなう名義変更申請書を提出し、事業譲渡契約書または預託契

約書または家畜の売買契約書及び施設譲渡（賃貸借）契約書を添付する。 

（３）（１）及び（２）の手続により、譲渡元の生産者と締結した基本契約書及び数量契約書

は、当該年度中においては、譲渡先の生産者との契約書として効力を有する。 

（４）加入生産者が畜産経営の一部を譲渡し、自らも経営を継続する場合、単協等は次年度の

開始前に、２号会員等を通じて基金に各種変更届を提出する。この場合、譲渡元の生産者

と締結した数量契約書は、譲渡先の生産者に対しては、効力を有さない。 

（５）（１）（２）及び（４）のいずれの場合も、譲渡先の生産者は次年度の開始前に、次年度

数量契約書に加えて、次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。 

４．加入生産者との契約先の変更 

農協合併や商流の変更により、加入生産者の契約先が変わる場合、変更前の契約先単協

等は、２号会員等を通じて基金にＪＡ合併届または商流変更申請書を提出する。 

この場合、加入生産者が変更前の契約先単協等と締結した基本契約書及び数量契約書は、

当該年度中においては、変更後の単協等との契約書として効力を有する。 

なお、加入生産者と変更後の契約先は、次年度の開始前に、次年度数量契約書に加えて、

次年度を開始時期とする基本契約書を締結する。ただし農協合併の場合は、次期基本契約

期間までは基本契約書を再締結する必要はないものとする。 

 

Ｑ81 今まで「肉牛」で契約していた生産者が、「乳牛」でも契約する場合の手続きはどうな

りますか。また、畜種を変更する場合の手続きは、どうなりますか 

 

Ａ： 畜種の追加・変更は年度当初（新年度契約締結時）のみ可能です（年度途中での畜種

追加・変更はできません）。 

畜種追加の場合は、基金システムの「生産者別契約情報入力」の画面から、すでにお

持ちの生産者コードに新たな畜種の契約を入力して下さい。 

畜種変更の場合は、同じくすでにお待ちの生産者コードに、新たな畜種の契約を入力

し、その後元の畜種の契約を「削除」して下さい。 

新たな畜種の契約区分は「継続契約」として登録していただき、各種変更届を提出し

ていただく必要はありません。 

なお、「肉牛」と「乳牛」で契約していた生産者が「肉牛」のみに変更する場合は、

「乳牛」の契約を「削除」してください。 
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Ｑ82 個人生産者の引退・死亡等に伴い、契約者氏名を妻や子に名義変更する場合はどうすれ

ばよいですか 

  

Ａ： 年度当初の契約時には、各ＪＡにて安定基金システムで修正するとともに、変更後の

名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。 

年度の途中で変更する場合は、Ｐ１３０の「基金加入生産者の各種変更届」を県連・

くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。全農にてシステムデータの修正を行いま

す。 

なお、この際、特に証明書類等は必要ありませんが、特記事項の欄に続柄を記入して

ください。 

次年度の契約時には、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。 

 

Ｑ83 個人経営者が法人化によって契約名義を変更する場合は、どうすればよいですか。また、

法人経営の生産者が社名を変更した場合はどうすればよいですか 

 

Ａ： 年度当初の契約時には、各ＪＡにて登記簿謄本（登記事項証明書）等により確認のうえ、

安定基金システムで修正とともに、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してく

ださい。 

年度の途中で変更する場合は、Ｐ１３０の「基金加入生産者の各種変更届」に登記簿謄

本（登記事項証明書）等を添付して、県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。

全農にてシステムデータの修正を行います。 

次年度の契約時には、変更後の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してください。 

 

Ｑ84 年度の途中で契約者が農場の経営を移譲した場合、どのような手続きを行うのですか 

 

Ａ： 個人経営者が引退・死亡等に伴い妻や子が承継する場合（Ｑ８２を参照）を除き、年度

の途中で農場の経営を移譲する場合、Ｐ１３２の申請様式「配合飼料安定基金契約者の名

義変更について」に、経営の移譲を証明する書類として、 

（１）事業譲渡契約書（写し） 

（２）預託契約書（写し） 

（３）家畜の売買契約書（写し）および施設の譲渡（あるいは貸借）契約書（写し） 

のいずれかを添付し、県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。内容の確認が

できましたら、全農にてシステムデータの修正を行います。 
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   次年度の契約時に、経営委譲を受けた者の名義で基本契約書兼数量契約書を締結してく

ださい。 

 

Ｑ85 農場の移転に伴い、住所を変更するにはどうすればよいですか 

 

Ａ： 年度当初の契約時には、各ＪＡにて安定基金システムで修正してください。 

年度の途中で変更する場合は、県連・くみあい飼料でシステム修正が可能です。契約

管理メニューで「当初契約」を選択して生産者別契約情報入力画面に進み、生産者を検

索した後、生産者情報変更ボタンから住所を修正してください。 

ただし、翌年度の契約入力が始まる１１月以降は翌年度のデータが修正されますの

で、１１月以降に当年度の住所を修正する場合は、Ｐ１３０の「基金加入生産者の各種

変更届」を県連・くみあい飼料を通じて全農へ提出して下さい。（４月以降に前年度の住

所を修正する場合も同様です。）この際、特に証明書類等は必要ありません。 

 

Ｑ86 飼料取引の農協を変更した場合（商流変更の場合）、どのような手続きを行うのですか 

 

Ａ：（１）年度当初に変更する場合 

Ｐ１３７の様式により申請してください（県連と全農が統合している県域においては、

商流変更前の農協が全農宛ての申請書を作成し、飼料会社に提出してください）。前年

度の３月１５日までに書類が全農本所に到着するようお願いします。 

システムへの登録に関しては、現行契約している農協は契約削除を、商流変更先の農

協は新規契約登録を行ってください。申請書の提出を受けて、全農にて新規契約扱いを

継続契約扱いに変更します（新規扱いのままですと、別途納付金が発生する可能性があ

ります）。 

（２）年度途中に変更する場合 

Ｐ１３７の様式により申請してください（県連と全農が統合している県域においては、

変更前の農協が全農宛ての申請書を作成し、飼料会社に提出してください）。提出期限

（全農本所への到着）は以下のとおりです。 

第２四半期（７月～）  ： ５月末 

第３四半期（１０月～） ： ８月末 

第４四半期（１月～）  ： １１月末 

システムへの登録に関しては、全農にて行いますので、農協でのシステム操作は不要
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です。 

次年度の契約時に、変更後の農協と基本契約書兼数量契約書を締結してください。 

 

Ｑ87  農協の合併や名称変更、支所統合の処理はどうすればよいですか 

 

Ａ： Ｐ１３８の「ＪＡ合併届・ＪＡ名称変更届・ＪＡ支所統合届」を提出してください。

特定の加入生産者が、ＪＡ支所統合届のとおりに移管しない場合は、Ｐ148の「基金加入

生産者の所属支所変更届」を提出してください。 

変更届等が県連・くみあい飼料を経由して全農本所に提出され、データが更新された

日以降、新農協として取り扱います。データ更新日の設定等は、ご相談下さい。 

また、県連飼料事業がくみあい飼料に移管されている県域において農協合併があり、

補てん金の振込口座を変更する場合は、Ｐ１２３の銀行口座振込依頼書をくみあい飼料

を通じて全農に提出してください（補てん金は全農から農協へ直接交付されるため）。 

   次期基本契約締結時に、合併後の農協と基本契約書兼数量契約書を締結してください。


